
令和４年度事業報告 

 

 Ⅰ．概 況 

令和４年度は少しずつ停滞していた経済活動に光が差し込み始め、あらゆる事業を

通常どおり行うことが出来ました。 

人の流れ・会合等も令和２年度・３年度に比べると活発になり、令和５年のはじめ

にはマスクの着用も個人の判断に委ねるという政府の判断が下され、コロナ禍前の日

常が戻りつつあります。 

  令和４年度から当法人会でも取り組んでおりますＳＤＧｓの１７の課題の１つに

貧困をなくそうというのがありますが、世界には戦争や紛争などの影響で教育を受け

られず、飢えに苦しむ子ども達が未だ沢山います。 

  それらの世界規模の問題に対し、令和４年度は新たに古切手やペットボトルキャッ

プをワクチンに換える活動・そして食品ロスに対しての積極的な取り組みを行って参

りました。 

また、租税教育事業では、青年部会役員が講師となって各小・中学校訪問し租税教

室を開催、また女性部会が主管となって「税に関する絵はがきコンクール」を実施し、

将来を担う子どもたちが「税の大切さ」や「税の果たす役割」を学ぶ租税教育の推進

と地域住民への税に対する理解の普及に努めました。 

【公益目的事業】 

１．税を巡る諸環境の整備改善等を図ることを目的とする事業  

 （１）税制改正への提言 

  令和５年度税制改正については、税制委員会で会員からの改正要望事項を取りま

とめ検討会を重ね県法連を通じて全法連に提出したほか、地元選出国会議員・県知

事・小林市長・えびの市長・高原町長・各市町議会議長などに対して、税制改正提

言事項の実現について協力を要請した。 

 

 （２）税の啓発活動・租税教育活動 

  わが国の将来を担う子供達へ税の仕組みを理解してもらうために、青年部会・女

性部会を中心にして南小学校・小林小学校・紙屋中学校・小林中学校に「税」に対

する租税教室を行った。小学６年生には「マリンとヤマト」、中学生には「アナザ

ーワールド」いう税に関するＤＶＤを鑑賞してもらい、その後当法人会青年部会員

が身近な税の使われ方を学校などの具体例を説明しながら講話した。 

  女性部会は、税に関する知識や感想を絵はがきにすることでより理解を深めても

らうことを目的として、管内の小学校２０校で高学年に対して絵はがきコンクール

を実施した。 



  また、会員企業・一般向けに経営・経済のセミナーを開催した。 

 

（３）広報活動の充実 

 法人会のイメージアップ・知名度向上や会員増強を図るための広報を充実させ

るとともに広く一般に対する税の啓発に資するため次のような広報活動を行った。 

①法人会ポスター及び屋外広告による広報 

②地域社会貢献活動に関するチラシ配布による広報 

③季刊誌「ほうじん」・広報誌「情報誌すばる」の発行による広報 

④小学生を対象とした「税の啓発用のマンガ本」の配布 

⑤法人会活動をホームページによる広報 

⑥消費税の「期限内納付推進運動」と「ｅ－Ｔａｘ利用普及」の広報 

 

（４）地域社会への貢献を目的とする事業 

 ①会員をはじめ広く一般の企業及び市民を対象に、経済・経営・税務に関するテー

マとした講演会を地域企業並びに地域社会の健全な発展に資する目的で開催した。 

 ②女性部会による地域社会貢献活動の一環として、「いちごプロジェクト」と題し、

節電１５％への協力をお願いするために‘うちわ’２００枚を広く一般に配付した。 

 ③地域社会貢献活動の一環として、日赤の協力で会員企業及び一般市民を対象に献

血活動を小林市のサンキュー小林店で実施した。 

 ④女性部会による生活習慣病予防健診の一環として、会員企業及び一般市民を対象

に、乳がん検診活動を実施した。 

  

２．法人会の活動を支援することを目的とする事業 

（１）組織の強化・充実 

  法人会の活動基盤である組織の一層の拡充を図るため、役員・青年部会・女性部

会に協力をお願いして会員増強に努めた。 

  

（２）委員会活動の積極化 

   法人会活動の充実強化を図るため委員会活動を積極的に推進するために、各委員

において具体的活動内容などについて協議した。 

  

（３）青年部会・女性部会の充実 

  青年部会・女性部会については法人会活動の行動的組織であるとともに、事業後

継者としての人材育成の場であるため、自主的活動のほか親会の主要事業の主管を

するなど事業活動に積極的に取り組んだ。 

   



（４）関係機関との連携 

  税務当局との間では、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期して指導監督の

ほか研修会への講師派遣、税情報の提供などを通じて適時適切な連絡調整に努めた。 

  また、税理士会・税務関係団体長連絡協議会及び関係保険会社との間では、リモ

ート会議などをとおして連携強化に努めた。 

 

【共益目的事業】 

１．会員の福利厚生に資する事業 

福利厚生制度の推進 

新型コロナウイルス感染対策を取りながら経営者大型総合保障制度をはじめと

する福利厚生制度については、取り扱い保険会社３社との連携を強化し役員をは

じめ、会員の協力の下に会員のさまざまなリスクをカバーする制度として積極的

に推進した。 

なお、推進に当たっては、事前に会員企業のコンタクトを取り感染に配慮し企業

向けの経営者大型総合保障制度、ビジネスガード及び個人向けの法人会がん保険・

法人会医療保険の推進に努めた。 

２．会員の交流に資するための事業   

（１）会員の交流を図るための事業 

  会員支援のためや会員の輪を広げるために、会員間の情報交換や情報提供を図っ

た。 

 

 Ⅱ.組織関係 
   小林法人会    R5.3.31 

法 人 数 
会 員 数 

加 入 率 
正 会 員 賛助会員 

1,090 384 20 35.2％ 
 
          
  全国法人会総連合  R5.3.31 

法 人 数 
会 員 数 

加 入 率 
正 会 員 賛助会員 

2,211,109 718,090 23,720 32.5％ 
 
  宮崎県法人会連合会 R5.3.31 

法 人 数 
会 員 数 

加 入 率 
正 会 員 賛助会員 

21,267 5,996 177 28.1％ 
     
  青年部会会員数  ２１名 
  女性部会会員数  ３１名 

 


